
受付順（11/21追記）

通番
要領（水準書）
ページ（P）

ご質問
※原文のまま掲載しています

回　答

1 要領P1 2(2)②測量調査が別途実施され、提案に
必要となる数値はご提供いただけるとの
ことですが、CAD データはいただけま
すでしょうか？

必要に応じ、CADデータを提供することは可能で
す。（本回答以降）要領P15記載の「13その他
（１）本提案募集の所管課」あて「7提案手続等
（３）企画提案書の提出」記載期間内（令和4年12
月21日（水））に申出ください。ただし、企画提
案検討の意思が認められないものと町が判断する場
合は提供に応じられません。

2 要領P5 7（1）①に「エネルギーの効率的利用」
とありますが、建物について ZEB認証を
取得するお考えはありますでしょうか？

要求水準書P6（４ 設計、建設業務に係る要求水準
③環境負荷低減に関（３）諸条件する性能）で、
「エネルギーを極力必要とせず、エネルギーを無駄
なく上手に使い、さらなる環境負荷低減に資する高
機能な建築物として、建築物省エネルギー性能表示
制度（BELS）において、ZEB Ready 以上の認証
を取得できることが望ましい」としています。

3 要領P6 7（1）③に「㇐定時間防災拠点として機
能することが求められる」とあります
が、㇐定時間については㇐般的な発電機
の運転時間として採用される 72 時間と
考えてよろしいでしょうか？

要領及び要求水準書において、具体の時間を明示し
ておりませんが、国（中央防災会議）の「防災基本
計画（令和4年6月）」では、国をはじめとする地
方公共団体及び災害拠点病院等災害応急対策に係る
機関は、保有する施設・設備について，再生可能エ
ネルギー等の代替エネルギーシステムなどの整備を
図り、十分な期間（最低３日間）の発電が可能とな
るような燃料の備蓄等を行うように努める、として
おり、72時間は防災拠点としての機能を維持する
うえで目安になり得ると考えます。

4 要領P8 7(2)②企画提案書の中で、アイヌ⽂化に

関する情報発信とありますが、アイヌ協
会様との協議は本業務の中で含まれてお
りますでしょうか？

計画に基づく事業推進のためには、アイヌ協会様を
含め国など関係機関の理解・協力が必要なことか
ら、提案採用後、国による支援が得られるよう、町
が主体となり関係者との協議を進めます。この協議
の際に、特定事業者にも同行いただくことがありま
す。

5 要領P1 (2)業務概要 ②事業内容 ア設計業務に
「提案採択後、実施設計業務委託契約を
締結するまでに必要な設計は事業者負担
とする」とあり、（11/1説明会でも）
「基本設計業務は事業者負担とする」と
の説明がありました。約1年間にわたる
基本設計業務を無償で行うことは当然不
可能であるため、基本設計費はR6年度に
契約となる実施設計費に加算して請求す
ることができると考えてよろしいでしょ
うか。

基本構想及び要領において、整備方針や機能をお示
ししており、これを具体化いただくプロセスでアウ
トプットいただくものが基本設計となり、提案を受
ける側（町）が、提案の採否が判断できるものとし
ています。

6 要領 P1(2)イ
水準書 P1(2)

備品工事の具体的な内容について、ご指
示願います。

基本構想及び要領において、整備方針や機能をお示
ししており、これを提案で具体化ください。

「余市町『新たな道の駅』を核とする交流拠点施設整備運営業務」民間提案
　質問と回答
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通番
要領（水準書）
ページ（P）

ご質問
※原文のまま掲載しています

回　答

7 要領 P2(2)④
水準書 P5.4(1)

農地法に係る関係機関との協議は町が行
うとありますが、その手続きに伴う費用
が発生する場合、その負担も町にて行う
ものと考えてよろしいでしょうか。

関係機関との協議は町が主体的に行いますが、申請
図面の作成、関係機関が要請する場合の技術者の同
行などに要する費用は、事業者負担を基本としま
す。

8 要領 P2(2)④
水準書 P1(2)

本計画敷地の電気、ガス、水道等インフ
ラ設備の状況、計画敷地の地歴について
わかる資料の提供は頂けますでしょう
か。

提供できるのは、上水道の配置に関するものです。
下水道及び都市ガスは未整備です。
資料が必要な場合は、（本回答以降）要領P15記載
の「13その他（１）本提案募集の所管課」あて「7
提案手続等（３）企画提案書の提出」記載期間内
（令和4年12月21日（水））に申出ください。た
だし、企画提案検討の意思が認められないものと町
が判断する場合は提供に応じられません。

9 要領 P3.3(1) 地元企業への発注に関し、発注先、発注
額等、検証と定期的な報告方法について
具体的に示す必要がありましたら、ご指
示願います。

特に方式は定めておりません。詳細協議では、特定
事業者が提案した範囲で行うことを原則とすること
から、現時点で具体の協力企業を特定（明記）でき
ない場合でも、事業実施体制において、協力企業特
定の考え方を示すことができます。

10 要領 P5.7 移転・集約する予定の老朽化施設の詳細
についてご指示願います。

本町で策定した「公共施設の在り方検討」（令和4
年7月）において、施設ごとに管理・運営方針を定
めております。すでに民間提案の募集を実施したも
のについても記載しておりますが、移転・集約の検
討を進める、としているものがありますので、企画
提案検討にあたり参照ください。
（掲載先）
http://www.town.yoichi.hokkaido.jp/chousei/f
iles/koukyou.pdf

11 要領 P6.7.(1)
③
要領 P8.7(2
)⑧

・「一定規模の駐車場」の台数の目安に
ついてご指示願います。
・停電時に一定時間電源機能を代替でき
る設備（部屋）について、何日間または
何時間を想定されてますでしょうか。ご
指示願います。

・災害時の支援活動に必要なスペースとして、「一
定規模の駐車場」と記載していますが、あらかじめ
町として示す具体の駐車台数はありません。ただ、
基本構想でも触れているとおり、新たに「防災道の
駅」として選定されるためには、国土交通省が選定
要件の一つとして定める「災害時の支援活動に必要
なスペースとして2,500㎡以上の駐車場を備えてい
ること」としており、駐車台数を検討する際に目安
となり得る。

・要領及び要求水準書において、具体の時間を明示
しておりませんが、国（中央防災会議）の「防災基
本計画（令和4年6月）」では、国をはじめとする
地方公共団体及び災害拠点病院等災害応急対策に係
る機関は、保有する施設・設備について，再生可能
エネルギー等の代替エネルギーシステムなどの整備
を図り、十分な期間（最低３日間）の発電が可能と
なるような燃料の備蓄等を行うように努める、とし
ており、72時間は防災拠点としての機能を維持す
るうえで目安になり得ると考えます。
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通番
要領（水準書）
ページ（P）

ご質問
※原文のまま掲載しています

回　答

12 要領 P13.P14
11.リスク分担

不可抗力のリスク、物価変動リスクにつ
いて 一定の範囲または一定の範囲内の物
価変動は事業者負担とあるがどの程度
か、ご指示願います。

現下の経済状況から、物価変動の範囲をあらかじめ
お示しすることは難しい状況です。協定や詳細協議
において適切な水準を設定したいと考えています。

13 水準書 P6.4(2)
⑥必要諸室

各諸室の必要面積は、「基本構想＿概要
版」に示された、諸室を配置する場合、
最小限確保必要な面積という認識でよろ
しいでしょうか。

事本構想（P45）の施設規模については、最低限必
要という位置づけではなく、基本構想で経済波及効
果を算出するために置いた想定です。方針や必要と
される機能などを理解いただいたうえで、建築面積
（水準書P6）に収まり、かつ効率的な運営に資す
るよう諸室の配置を検討ください。

14 水準書 P8(7) 災害時の電気設備について、最低限の維
持が可能となるような蓄電容量を確保と
ありますが、容量の目安についてご指示
願います。

要領及び要求水準書において、具体の時間を明示し
ておりませんが、国（中央防災会議）の「防災基本
計画（令和4年6月）」では、国をはじめとする地
方公共団体及び災害拠点病院等災害応急対策に係る
機関は、保有する施設・設備について，再生可能エ
ネルギー等の代替エネルギーシステムなどの整備を
図り、十分な期間（最低３日間）の発電が可能とな
るような燃料の備蓄等を行うように努める、として
おり、72時間は防災拠点としての機能を維持する
うえで目安になり得ると考えます。

15 水準書 P2.(4) 電波障害対策工事費は、別途で宜しいで
しょうか。ご指示願います。

電波障害影響調査により対策が必要となる場合は、
別途対策が必要になります。

16 参考様式 1
公募文 7.(2)②

地域貢献への配慮、状況を明確にする事
とありますが、二次、三次発注まで認め
られるのでしょうか。

二次、三次どこまでの発注を認めるというものはあ
りませんが、業務実施体制などでお示しいただくこ
とができますが、詳細協議では、特定事業者が提案
した範囲で行うことを原則とすることから、現時点
で具体の協力企業を特定（明記）できない場合で
も、事業実施体制において、協力企業特定の考え方
を示すことができます。

17 要領 P13.P14
11.リスク分担
要領 P1.(２)
② ア

事業計画の中止、決定に至らなかった場
合、一定額の負担または実費精算につい
て、ご協議願います。特に、実施設計業
務委託契約を締結するまでに要した基本
設計業務に関する費用について実費精算
の検討をお願いできませんでしょうか。

基本構想及び要領において、整備方針や機能をお示
ししており、これを具体化いただくプロセスでアウ
トプットいただくものが基本設計となり、提案を受
ける側（町）が、提案の採否が判断できるものとし
ています。

18 水準書P3 外構管理 駐車場及び施設周囲外構（冬期
間の除雪含む）について
→既存施設ではどの程度の金額が掛かっ
ていましたか？特に除雪について、頻度
や、対象㎡数、金額等教えて頂きたいで
す。

既存施設に要する費用をもとに算定した基準価格
（20,000千円（税込み）をお示しており、これに
とどめたいと考えております。
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通番
要領（水準書）
ページ（P）

ご質問
※原文のまま掲載しています

回　答

19 要領P1 道路管理者（北海道）が道路利用者のた
めの施設整備の一環で行う駐車場整備は
含まれないとの記載がありますが、こち
らは何台程度の想定でしょうか？

要求水準書P7.4(4)に記載のとおり詳細のレイアウ
トについては決定していません。（H27交通量に基
づく推計から算出して整備いたしますが、現在、北
海道が検討を行っています。ちなみに、H22交通量
に基づく試算では、小型車：17台（身障者１台含
む）、大型車（バス、貨物）:13台となっていま
す。）

20 要領P1 提案を行うための設計や提案採択後、実
施設計業務委託契約を締結するまでに必
要な設計は事業者負担とすると記載があ
るが、町が負担する事は可能でしょう
か？

基本構想及び要領において、整備方針や機能をお示
ししており、これを具体化いただくプロセスでアウ
トプットいただくものが基本設計となり、提案を受
ける側（町）が、提案の採否が判断できるものとし
ています。

21 要領P2 ⑥契約方法
本町と特定事業者は、原則として特定事
業者が行った提案の範囲内で、事業化に
向けた詳細を協議する。特定事業者との
詳細協議が成立した場合においても、予
算案件等が議会で承認されない等の理由
により、提案の事業が実施できない場合
があるとのことですが、協議するなか
で、特定事業者より、提案事業が経済条
件その他理由により、実施出来ないと判
断した場合も、撤退することは可能とい
う認識で宜しいでしょうか

提案事業については、事業者が有するノウハウを生
かし、事業期間内に実現可能な内容としていただく
ことが前提です。経済情勢の変化などやむを得ない
と判断される事由をあらかじめ基本協定に定め、詳
細は双方で協議します。

22 要領P4 基本協定等の契約締結に至った際、競合
入札参加資格を有していない事業であっ
ても契約締結は可能でしょうか。

代表事業者との基本協定締結とその後の詳細協議を
経て締結する個別の契約について、入札参加資格の
要するか否かについては、改めて町が定めるものと
しています。

23 要領P6 ⑤ その他
基本構想の機能を実現するための事業者
独自の付加価値提案・捕捉提案（自由提
案）については、民間施設の提案という
認識で合っていますか？民間施設の規模
について想定されている下限、上限等あ
りましたら、教えて頂けないでしょう
か？

事業者独自の付加価値提案・補足提案（自由提案）
は、基本構想の実現を妨げない範囲で、自由な提案
を求めるもので、上下限を含め価格を設けるもので
はありません。

24 要領P13 物価変動リスクおよび不可抗力リスクに
おける一定範囲と書かれている部分を具
体的に明確化していただけませんでしょ
うか。他の行政の事例と同様。1%を超
える物価変動については行政負担という
理解でよろしいでしょうか。

現下の経済状況から、物価変動の範囲をあらかじめ
お示しすることは難しい状況です。協定や詳細協議
において適切な水準を設定したいと考えています。
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通番
要領（水準書）
ページ（P）

ご質問
※原文のまま掲載しています

回　答

25 要領P14 物価変動リスクについて
→光熱水費の高騰により、積算が難しい
ため、実費精算を検討頂きたいです。

現下の経済状況から、物価変動の範囲をあらかじめ
お示しすることは難しい状況です。協定や詳細協議
において適切な水準を設定したいと考えています。

26 要領P14 施設利用者数の変動による光熱水費の増
減に関するリスクについて
→光熱水費は、町が実費負担頂くことは
可能でしょうか。資源の高騰により光熱
水費の上昇傾向が続き、事業者側のリス
クが高いためです。

現下の経済状況から、物価変動の範囲をあらかじめ
お示しすることは難しい状況です。協定や詳細協議
において適切な水準を設定したいと考えています。

27 要項P1-2業務
内容(2)ア設計
業務

地質調査、測量についての資料の提供
は、いつ頃の予定となりますか。

令和３年度に町が候補地内で実施した地質調査、令
和４年度に実施中の測量調査の各データを提供でき
ます。必要な場合は、（本回答以降）要領P15記載
の「13その他（１）本提案募集の所管課」あて「7
提案手続等（３）企画提案書の提出」記載期間内
（令和4年12月21日（水））に申出ください。た
だし、企画提案検討の意思が認められないものと町
が判断する場合は提供に応じられません。

28 〃 提案を行うための設計が事業者負担とな
るのは理解出来ますが、提案採択後に実
施設計業務委託契約を締結するまで必要
な基本設計業務については、町の費用も
必要と考えますが町の見解をお示しくだ
さい。また、事業者としてその費用が必
要な場合、提案時にその費用を加味した
形で提案しても宜しいでしょうか。

基本構想及び要領において、整備方針や機能をお示
ししており、これを具体化いただくプロセスでアウ
トプットいただくものが基本設計となり、提案を受
ける側（町）が、提案の採否が判断できるものとし
ています。

29 要領P2 ④対象
地(エリア)の概
要 ウ

今回の配置計画検討にあたり約 48,000
㎡のうち第一種農地の位置を明確にご教
示ください。

農林水産省通達に照らし、①と②のいずれかに該当
するものが現状による第一種農地となります。
①675-1,675-6,675-7,675-8及び680-1の全
部
②681-1及び682-1のうち、いずれも高速自動車
国道の出入口から（300×1.1）メートルの範囲を
除く一部区域

30 同上 提案内容に応じ関係者と協議とあります
が本提案においては、第一種農地エリア
について考慮せずに建物配置プランニン
グ等を行い提案するという解釈で宜しい
でしょうか

農地転用については、これまでの検討で具体の計画
により判断することにしています。判断の基準にな
るものは、関係省庁の法令（通達を含む）において
詳細が示されており、提案内容により町（商工観光
課）が、関係部局と協議します。

31 要領P3(2)
参加資格要件

競争入札参加資格については、代表企業
のみ資格要件を満たしていればよいので
しょうか。また、どの分野(工事等)の入
札参加資格の登録が必要なのでしょう
か。

参加表明書の提出にあたり競争入札参加資格を要す
るのは代表者としています。分野については特定し
ていません。
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通番
要領（水準書）
ページ（P）

ご質問
※原文のまま掲載しています

回　答

32 要領P5 7
提案手続等

北海道が担う道路利用者のための施設整
備とは詳細にどの様な内容及び規模等と
なるのでしょうか。

要求水準書P7.4(4)に記載のとおり詳細のレイアウ
トについては決定していません。（H27交通量に基
づく推計から算出して整備いたしますが、現在、北
海道が検討を行っています。）

33 要領P6(2)
① イ

使用用紙は A4 とありますが、計画、説
明のためのプラン図面などは適宜A3 を
使用することは可能でしょうか。

本文などを主にA4版で作成いただき、計画及び図
面などは適宜A3版を用いることができます。

34 要領P8 (2)
企画提案書停

停電時に一定時間電源機能を代替できる
設備とありますが一定時間の範囲をご教
示ください。

要領及び要求水準書において、具体の時間を明示し
ておりませんが、国（中央防災会議）の「防災基本
計画（令和4年6月）」では、国をはじめとする地
方公共団体及び災害拠点病院等災害応急対策に係る
機関は、保有する施設・設備について，再生可能エ
ネルギー等の代替エネルギーシステムなどの整備を
図り、十分な期間（最低３日間）の発電が可能とな
るような燃料の備蓄等を行うように努める、として
おり、72時間は防災拠点としての機能を維持する
うえで目安になり得ると考えます。

35 要領P13 11
リスク分担表共
通

契約締結リスクについて町側も〇の記載
がありますが町の責に帰すべき事由によ
るリスク負担とは何でしょうか

契約締結までに時間を要することによるリスクを想
定しています。

36 〃 契約締結リスクについて事業者の責に帰
すべき事由による事業契約が結べないリ
スク負担とは何でしょうか。

契約締結までに時間を要することによるリスクを想
定しています。

37 要領P14
※3

リスク分担表の物価変動リスクについて
は、事業実施に至る期間が長いため、詳
細内容が確定後に両者協議の上、決定す
るという考えで宜しいでしょうか。

現下の経済状況から、物価変動の範囲をあらかじめ
お示しすることは難しい状況です。協定や詳細協議
において適切な水準を設定したいと考えています。

38 水準書P3(2)
建設業務

インフラ引込について、事業者となって
おりますが、町側にて行う造成工事での
インフラ整備はどの範囲まで行う予定で
しょうか。資料の提供を頂けますでしょ
うか。

町では、盛土による造成を予定しており、提案内容
により既存用水路の保存方法の検討を行うことにし
ております。

39 水準書P7(6)
② 構造

町で示した地盤調査とありますが近隣地
盤データ資料の提供を頂けますでしょう
か。

令和３年に町が候補地内で実施した地質データを提
供できます。必要な場合は、（本回答以降）要領
P15記載の「13その他（１）本提案募集の所管
課」あて「7提案手続等（３）企画提案書の提出」
記載期間内（令和4年12月21日（水））に申出く
ださい。ただし、企画提案検討の意思が認められな
いものと町が判断する場合は提供に応じられませ
ん。
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通番
要領（水準書）
ページ（P）

ご質問
※原文のまま掲載しています

回　答

40 水準書 P7(7)
①

災害の態様によっては、一定の間避難所
の補完施設として機能とありますが一定
の間とはどの程度の期間を示しているの
でしょうか

要領及び要求水準書において、具体の時間を明示し
ておりませんが、国（中央防災会議）の「防災基本
計画（令和4年6月）」では、国をはじめとする地
方公共団体及び災害拠点病院等災害応急対策に係る
機関は、保有する施設・設備について，再生可能エ
ネルギー等の代替エネルギーシステムなどの整備を
図り、十分な期間（最低３日間）の発電が可能とな
るような燃料の備蓄等を行うように努める、として
おり、72時間は防災拠点としての機能を維持する
うえで目安になり得ると考えます。

41 水準書 P13
8 エリア内で貸
付けを行うべき
もの

事業範囲は最大約 48,000 ㎡(道の駅区
域約 16,380 ㎡、自由提案区域約
31,620 ㎡)の予定となっております
が、約４年後のテナント等詳細協議のた
め不透明な部分もあり、優先事業者決定
後に合意に至らなかった場合、事業者側
(コンソーシアム共)については、行政側
が補助金や議会承認が得られない場合に
責を負わないことと同様に事業者側にも
(指名停止やペナルティー)の責任を負わ
ないとの認識で宜しいでしょうか。

提案事業については、事業者が有するノウハウを生
かし、事業期間内に実現可能な内容としていただく
ことが前提です。経済情勢の変化などやむを得ない
と判断される事由をあらかじめ基本協定に定め、詳
細は双方で協議します。なお、指名停止は余市町競
争入札参加資格指名停止事務処理要領によります。

42 水準書 P13
8 エリア内で貸
付けを行うべき
もの

自由提案区域(約31,620 ㎡)について、
提案時から実際の施工時まで期間が空き
ますのでテナント等詳細協議の状況によ
り区域面積の縮小や提案時の内容変更は
両者協議と考えて宜しいでしょうか。

提案事業については、事業者が有するノウハウを生
かし、事業期間内に実現可能な内容としていただく
ことが前提です。経済情勢の変化などやむを得ない
と判断される事由をあらかじめ基本協定に定め、詳
細は双方で協議します。

43 水準書P14(2)
土地の貸付条件

民間施設での事業期間 15 年間では事業
成立が難しいため、事業期間は最低でも
20 年以上と考えたいのですが宜しいで
しょうか。

条例や規則により定める範囲内において、基本構想
で定める機能を実現できるものについては、水準書
で掲げる期間を超えることをもって提案そのものを
不採用とすることは考えていません。
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